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国土交通省九州運輸局 

令和６年１０月１８日 

 

 

 近年、EC（電子商取引）市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加しており、

軽自動車による運送需要が拡大している一方で、平成 28 年から令和４年にかけて、

保有台数１万台当たりの事業用軽貨物自動車の死亡・重傷事故件数は約５割増加して

いる状況です。 

 これらの状況を踏まえ、貨物軽自動車運送事業者における安全対策の強化のため、

令和６年５月以降に関係法令を順次改正しましたところ、貨物軽自動車運送事業者の

方々が今後遵守すべき新たな安全規制の内容についての説明を行うため、九州におい

ても下記の日程により説明会を開催します。 

 

  記 

１．日  時  令和６年１２月１９日（木）１３：３０～１５：００（受付１３：００～） 

２．場  所  ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ天神スカイホール メインホールＡ 

       （福岡市中央区天神１－４－１ 西日本新聞会館１６階） 

３．内  容    貨物軽自動車運送事業における新たな安全規制について 

        健康起因事故対策について（※別添資料についても参照とされて下さい。） 

４．説 明 者： 国土交通省 物流・自動車局 安全政策課 担当官 

※説明会の様子は動画撮影し、各地方運輸局等の Web ページで後日公表します。 

５．参加方法： 下記 URL 又は右記赤枠の二次元バーコードよりお申し込みください。 

参加費は無料です。 

https://www.e-toroku.jp/ticket/user/form/index?form_id=mlit_keikamotsu 

６．問い合わせ： 説明会事務局 

TEL：080-5457-1542 メールアドレス：mlit_keikamotsu@event-rangers.jp  

７．そ の 他： 今般の規制強化にあたっての解説リーフレットやＱ＆Ａ等を下記の URL に掲載 

しています。 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html 

 

 

 

 

 

          

＜問い合わせ先＞ 

九州運輸局  

自動車技術安全部 保安・環境課 

        担当：土屋・石原 

電 話０９２－４７２－２５４６ 

 

軽トラック運送事業における新たな安全規則について説明会を開催します 

～令和６年に改正された関係法令に基づく安全対策の強化への対応について～ 

国土交通省では、貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化のため、令和６年に

関係法令の改正を行いましたが、改正内容を周知するため、全国 10 カ所において説明

会を開催します。 



-
別添（白色２）


